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県内各市の議員の平均年齢等に関する調べ（各市議会事務局調べ） 

平成２３年５月１日現在 

 

熱海市議会議員（１７人） 

(1) 平 均 年 齢   ５２．１２歳 

  (2) 専業・兼業の状況   専業 ０人   兼業 １７人 

 

浜松市議会議員（５２人） 

(1) 平 均 年 齢    ５６．４８歳 

  (2) 専業・兼業の状況   専業 ４１人  兼業 １１人（平成２３年４月改選前） 

 

静岡市議会議員（５３人） 

(1) 平 均 年 齢    ５９．３歳 

  (2) 専業・兼業の状況   データなし 

 

富士市議会議員（３６人） 

(1) 平 均 年 齢    ５７．６４歳 

  (2) 専業・兼業の状況   専業 ２１人  兼業 １５人 

 

沼津市議会議員（２８人）  （５月２日現在） 

(1) 平 均 年 齢    ５５．８０歳 

  (2) 専業・兼業の状況   専業 １３人  兼業 １５人 

 

磐田市議会議員（２８人） 

(1) 平 均 年 齢    ５９．１１歳 

  (2) 専業・兼業の状況   専業 １０人  兼業 １８人 
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焼津市議会議員（２１人） 

(1) 平 均 年 齢   ６０．７６歳 

  (2) 専業・兼業の状況   専業  ６人  兼業 １５人 

 

藤枝市議会議員（２１人） 

(1) 平 均 年 齢    ６１．９１歳 

  (2) 専業・兼業の状況   専業  ６人  兼業 １５人 

 

富士宮市議会議員（２２人） 

(1) 平 均 年 齢    ５５．２７歳 

  (2) 専業・兼業の状況   専業 １０人  兼業 １２人 

 

掛川市議会議員（２４人） 

(1) 平 均 年 齢    ６４．９２歳 

  (2) 専業・兼業の状況   専業 １５人  兼業  ９人 

 

三島市議会議員（２４人） 

(1) 平 均 年 齢   ５４．１２歳 

  (2) 専業・兼業の状況   専業  ５人  兼業 １９人 

 

島田市議会議員（２３人） 

(1) 平 均 年 齢   ５９．６０歳 

  (2) 専業・兼業の状況   専業  ７人  兼業 １６人 

 

 

 

2



御殿場市議会議員（２１人） 

(1) 平 均 年 齢    ６２．００歳 

  (2) 専業・兼業の状況   専業  ５人  兼業 １６人 

 

袋井市議会議員（２１人） 

(1) 平 均 年 齢    ６２．１０歳 

  (2) 専業・兼業の状況   専業  ９人  兼業 １２人 

 

伊東市議会議員（２０人） 

(1) 平 均 年 齢    ５９．６５歳 

  (2) 専業・兼業の状況   専業  ６人  兼業 １４人 

 

湖西市議会議員（１８人） 

(1) 平 均 年 齢   ６２．２０歳 

  (2) 専業・兼業の状況   専業 １１人  兼業  ７人 

 

裾野市議会議員（２１人） 

(1) 平 均 年 齢   ５７．７１歳 

  (2) 専業・兼業の状況   専業 １３人  兼業  ８人 

 

伊豆の国市議会議員（２１人） 

(1) 平 均 年 齢    ６３．００歳 

  (2) 専業・兼業の状況   専業  ９人  兼業 １２人 
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牧之原市議会議員（１７人） 

(1) 平 均 年 齢   ６４．３５歳 

  (2) 専業・兼業の状況   データなし 

 

菊川市議会議員（１７人） 

(1) 平 均 年 齢    ６４．４７歳 

  (2) 専業・兼業の状況   データなし 

 

御前崎市議会議員（１６人） 

(1) 平 均 年 齢   ６１．９４歳 

  (2) 専業・兼業の状況   専業  ２人  兼業 １４人 

 

伊豆市議会議員（２０人） 

(1) 平 均 年 齢   ６４．７０歳 

  (2) 専業・兼業の状況   専業  ７人  兼業 １３人 

 

下田市議会議員（１４人） 

(1) 平 均 年 齢   ６１．５７歳 

  (2) 専業・兼業の状況   専業  ４人  兼業 １０人 
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  諮問事項と意見を求める事項（修正後）  ※修正前は、第１回審議会資料の５ページ 

 

２ 意見を求める事項 

 

(1) 教育長及び固定資産評価員の給料の額について 

  

 イ 固定資産評価員の給料の額は、市長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、市長が

行う価格の決定を補助する職務職責の重要性に鑑み、他都市における一般職の職員との

兼務状況等を勘案し、一般職の職員が兼務する固定資産評価員の職を非常勤とするとと

もに、当該報酬額を定めないことを標準とします。 

   なお、現在の固定資産評価員は、一般職の職員である財政部長がその職を兼務してい

るところであり、熱海市特別職の職員の給与に関する条例第４条に規定する重複給与の

調整措置により、固定資産評価員としての給料の支給はされていません。 
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行政委員等の報酬額について（県東部１１市）

№ 名　　　称 人員 減額率 備考

1 教育委員会委員長 1 月額 63,000 9.5%
月額と日額の併用とする。ただし、上限
を57,000円とする。
活動状況３か年平均：月３回

月額 87,800 月額 52,000 月額 55,000 月額 35,000 月額 90,000 月額 50,000 月額 30,000 月額 35,900 日額 7,000 日額 7,000

2 教育委員会委員 4 月額 53,000 9.4%
月額と日額の併用とする。ただし、上限
を48,000円とする。
活動状況３か年平均：月３回

月額 68,300 月額 44,000 月額 43,000 月額 30,000 月額 70,000 月額 41,000 月額 25,000 月額 30,900 日額 6,000 日額 6,000

3 選挙管理委員会委員長 1 月額 32,000 9.4%
月額と日額の併用とする。ただし、上限
を29,000円とする。
活動状況３か年平均：月２回

月額 58,600 月額 31,000 月額 40,000 月額 25,600 月額 60,000 月額 36,800 月額 28,000 月額 20,400 日額 7,000 日額 7,500

4 選挙管理委員会委員 3 月額 26,000 9.6%
月額と日額の併用とする。ただし、上限
を23,500円とする。
活動状況３か年平均：月２回

月額 47,800 月額 26,000 月額 29,000 月額 20,900 月額 48,000 月額 28,600 月額 18,000 月額 18,400 日額 6,000 日額 6,500

5 選挙管理委員会委員臨時補充員 4 日額 10,000 日額 9,000 10% 日額 6,000

6 公平委員会委員長 1 月額 26,000 日額 10,000 ━

職務内容が不服申立てに対する審査であ
ることから、報酬額については、同じ職
務類型である固定資産評価審査委員長の
改定案と同額とする。

日額 7,800 日額 8,000 日額 8,000 日額 8,500 日額 10,000 日額 7,700 日額 7,000

7 公平委員会委員 2 月額 25,000 日額 9,000 ━

職務内容が不服申立てに対する審査であ
ることから、報酬額については、同じ職
務類型である固定資産評価審査委員の改
定案と同額とする。

日額 7,800 日額 7,500 日額 7,400 日額 7,500 日額 10,000 日額 7,200 日額 6,000

8 監査委員（識見者） 1 月額 121,000 月額 109,000 9.9%  月額 126,800 月額 123,000 月額 123,000 月額 110,000 月額 130,000 月額 115,000 月額 110,000 月額 95,000 日額 9,000 日額 12,000

9 監査委員（議員） 1 月額 63,000 月額 57,000 9.5%  月額 53,600 月額 49,000 月額 51,000 月額 43,000 月額 55,000 月額 45,000 月額 45,000 月額 42,000 日額 9,000 日額 9,000

10 農業委員会会長 1 月額 32,000 日額 9,600 ━
活動状況３か年平均：月３回
32,000円×0.9=28,800円
28,800円÷3回＝9,600円

月額 46,800 月額 40,000 月額 40,000 月額 28,500 月額 48,000 月額 31,700 月額 28,000 月額 24,400 日額 7,000 日額 7,000

11 農業委員会委員 11 月額 26,000 日額 7,800 ━
活動状況３か年平均：月３回
26,000円×0.9=23,400円
23,400円÷3回＝7,800円

月額 29,300 月額 29,000 月額 29,000 月額 22,800 月額 30,000 月額 27,600 月額 18,000 月額 20,400 日額 6,000 日額 6,000

12 固定資産評価審査委員長 1 日額 11,000 日額 10,000 9.1% 委員の日額に1,000円加算 日額 7,800 日額 8,000 日額 7,400 日額 8,500 日額 10,000 日額 7,700 日額 7,000 日額 7,000 日額 7,000

13 固定資産評価審査委員 2 日額 10,000 日額 9,000 10% 日額 7,800 日額 7,500 日額 7,400 日額 7,500 日額 10,000 日額 7,200 日額 7,000 日額 6,000 日額 6,000

14 選挙長 1 日額 11,000 日額 10,000 9.1% 代理の日額に1,000円加算 日額 11,700 日額 10,600 日額 9,800 日額 8,300 日額 12,000 日額 10,600 日額 12,000 日額 10,400 日額 10,600 日額 10,600

15 選挙長代理 1 日額 10,000 日額 9,000 10% 日額 8,300 日額 12,000 日額 10,600

16 期日前投票所の投票管理者 1 日額 11,000 日額 10,000 9.1% 代理の日額に1,000円加算 日額 11,700 日額 11,100 日額 9,800 日額 8,300 日額 12,000 日額 11,100 日額 12,000 日額 10,800 日額 11,100 日額 11,100

17 投票所の投票管理者 22 日額 11,000 日額 10,000 9.1% 代理の日額に1,000円加算 日額 11,700 日額 12,600 日額 9,800 日額 8,300 日額 12,000 日額 12,600 日額 12,000 日額 12,300 日額 12,600 日額 12,600

18 投票管理者代理 22 日額 10,000 日額 9,000 10% 日額 8,300 日額 12,000 日額 12,600

19 期日前投票所の投票立会人 １日４人 日額 8,000 日額 7,200 10% 日額 7,800 日額 11,000 日額 8,800 日額 8,300 日額 9,000 日額 9,500 日額 12,000 半日 4,800 日額 9,500 日額 9,500

20 投票所の投票立会人 １日４人 日額 10,000 日額 9,000 10% 日額 7,800 日額 12,200 日額 8,800 日額 8,300 日額 9,000 日額 10,700 日額 12,000 半日 5,400 日額 10,700 日額 10,700

21 開票管理者 1 日額 11,000 日額 10,000 9.1% 代理の日額に1,000円加算 日額 11,700 日額 10,600 日額 9,800 日額 8,300 日額 12,000 日額 10,600 日額 9,000 日額 10,400 日額 10,600 日額 10,600

22 開票管理者代理 1 日額 10,000 日額 9,000 10% 日額 8,300 日額 12,000 日額 10,600

23 開票立会人
1選挙3
人以上

日額 10,000 日額 9,000 10% 日額 10,700 日額 8,800 日額 8,800 日額 6,800 日額 11,000 日額 8,800 日額 9,000 日額 8,600 日額 8,800 日額 8,800

24 選挙立会人
1選挙3
人以上

日額 10,000 日額 9,000 10% 日額 10,700 日額 8,800 日額 8,800 日額 6,800 日額 11,000 日額 8,800 日額 9,000 日額 8,600 日額 8,800 日額 8,800

25 社会教育委員 13 日額 10,000 日額 9,000 10% 月額 11,700 日額 7,400 日額 6,000 日額 10,000 日額 6,700 年額 41,400 日額 5,500 日額 5,500

26 体育指導委員 20 月額 7,500 月額 6,800 9.3%  年額 50,000 日額 7,500 日額 7,400 日額 4,500 年額 48,000 日額 6,700 年額 45,800 日額 5,500 日額 5,500

50% 委員の日額に500円加算

55%

━ 委員の日額に500円加算

10%

━ 他委員の日額に2,000円加算

10%

━ 他委員の日額に2,000円加算

10%

31 情報公開審査会会長 1 日額 10,000 ━

職務内容が不服申立てに対する審査であ
ることから、報酬額については、同じ職
務類型である固定資産評価審査委員長の
改定案と同額とする。

日額 20,000 日額 10,000 日額 10,000 日額 12,000

32 情報公開審査会委員 2 日額 9,000 ━

職務内容が不服申立てに対する審査であ
ることから、報酬額については、同じ職
務類型である固定資産評価審査委員の改
定案と同額とする。

日額 16,000 日額 8,000 日額 10,000 日額 12,000

33 個人情報保護審査会会長 1 日額 10,000 ━

職務内容が不服申立てに対する審査であ
ることから、報酬額については、同じ職
務類型である固定資産評価審査委員長の
改定案と同額とする。

日額 20,000 日額 10,000 日額 10,000 日額 12,000

34 個人情報保護審査会委員 2 日額 9,000 ━

職務内容が不服申立てに対する審査であ
ることから、報酬額については、同じ職
務類型である固定資産評価審査委員の改
定案と同額とする。

日額 16,000 日額 8,000 日額 10,000 日額 12,000

━ 委員の日額に500円加算

10% 　

━ ━ 日額

日額 20,000
他委員：日額 13,000

医師：日額 18,000

他委員：日額 15,000
日額

医師・歯科医師：日額 20,000

6,000

19,600 日額 13,000 日額 12,000

日額　6,000
半日　4,000

介保運営協議会委員 14 日額 5,000 日額 6,700日額 10,000

━ ━

5,500 日額6,700 日額 6,000

その他法令又は条例の規定に
よる委員に同じ

13 日額 7,800 日額6,000 日額 10,000 日額日額 7,500 日額

━ ━ ━

5,500

━ ━

━

━ ━

━

━

━ ━ ━

日額

━

その他法令又は条例の規定による委員

日額  7,800

委員：日額 4,500円

１日につき
10,000円を超え
ない範囲内にお
いて任命権者が

定める額
日額　5,000

会長：日額 5,000円

━

委員：日額 4,500円

日額 11,800

国保運営協議会委員

━

━

━

━

━

日額　6,000
半日　4,000

7,400日額 10,000

他委員：日額18,000

会長：日額 5,000円

委員：日額 4,500円

会長：日額 5,000円
6,000日額 7,800 年額 20,000 日額日額 7,400

月額11,500（55.8%
減）＋日額6,000

日額　6,000
半日　4,000

━ ━ ━

━

熱海市（現行） 沼津市 三島市 富士宮市 伊東市 御殿場市

━ ━

（単位：円）

伊豆の国市下田市 裾野市 伊豆市改定（案）

月額27,000（57.1%
減）＋日額10,000

他委員：日額 18,000

━

━

月額15,000（53.1%
減）＋日額7,000

月額21,000（60.4%
減）＋日額9,000

━

日額 7,800

富士市

他の附属機関の
委員

日額　10,000

━

━

━

━

日額　6,000
半日　4,000

━

日額　6,000
半日　4,000

━

会長　6,000
委員　5,500

会長　6,000
委員　5,500

日額 6,000

13,0005 日額 20,000 12,000 日額 11,800 日額 20,000
会長：日額 7,200

11,700 日額
委員：日額 6,700

日額
医師：日額 20,000

他委員：日額 11,000
12,000 日額

御殿場市教育委員会の
委員等に対する報酬の
支給及び費用弁償条例
による

日額

医師：日額 18,000

他委員：日額 13,000

任命権者が市長
と協議して定め
る額

日額　7,400

7,500

委員長：日額7,500
委　員：日額6,000

日額

35

介護認定審査会委員 40 日額

障害者程度区分認定審査会委員

委員：日額18,000

合議体長：日額 20,000
19,600 日額 20,00020,000 日額

医師：日額 20,000

医師：日額 20,000

27

28

29

30

7



行政委員等の報酬額について（県中西部１２市）

№ 名　　　称 人員 減額率 備考

1 教育委員会委員長 1 月額 63,000 9.5%
月額と日額の併用とする。ただし、上
限を57,000円とする。
活動状況３か年平均：月３回

月額 170,000 日額 27,000 月額 47,000 月額 45,000 月額 52,000 月額 53,000 月額 54,000 月額 46,300 月額 37,000 月額 18,000 月額 26,000 月額 22,000

2 教育委員会委員 4 月額 53,000 9.4%
月額と日額の併用とする。ただし、上
限を48,000円とする。
活動状況３か年平均：月３回

月額 140,000 日額 21,000 月額 40,000 月額 40,000 月額 44,000 月額 44,000 月額 45,000 月額 38,600 月額 32,000 月額 16,000 月額 21,000 月額 16,000

3 選挙管理委員会委員長 1 月額 32,000 9.4%
月額と日額の併用とする。ただし、上
限を29,000円とする。
活動状況３か年平均：月２回

月額 99,000 日額 27,000 月額 25,000 月額 22,000 月額 30,000 月額 33,500 月額 33,000 月額 23,200 月額 11,200 月額 10,000 年額 171,000 日額 11,000

4 選挙管理委員会委員 3 月額 26,000 9.6%
月額と日額の併用とする。ただし、上
限を23,500円とする。
活動状況３か年平均：月２回

月額 75,000 日額 21,000 月額 20,000 月額 20,000 月額 25,000 月額 27,000 月額 28,000 月額 20,100 月額 10,700 月額 9,000 年額 127,000 日額 9,500

5 選挙管理委員会委員臨時補充員 4 日額 10,000 日額 9,000 10% 月額 75,000 日額 8,800 日額 6,500 月額 20,000 月額 25,000 月額 27,000 日額 6,500 月額 20,100 月額 10,700 月額 9,000 日額 9,500

6 公平委員会（人事委員会）委員長 1 月額 26,000 日額 10,000 ━

職務内容が不服申立てに対する審査で
あることから、報酬額については、同
じ職務類型である固定資産評価審査委
員長の改定案と同額とする。

月額 240,000 日額 27,000 日額 7,500 年額 45,000 日額 8,000 日額 7,500 日額 8,500 日額 6,700 日額 6,500 日額 7,600 日額 7,000

7 公平委員会（人事委員会）委員 2 月額 25,000 日額 9,000 ━

職務内容が不服申立てに対する審査で
あることから、報酬額については、同
じ職務類型である固定資産評価審査委
員の改定案と同額とする。

月額 200,000 日額 21,000 日額 7,000 年額 40,000 日額 7,500 日額 7,000 日額 8,000 日額 6,200 日額 6,000 日額 7,600 日額 7,000

8 監査委員（識見者） 1 月額 121,000 月額 109,000 9.9%  月額 200,000 月額 76,000 月額 143,000 月額 145,000 月額 116,000 月額 120,000 月額 122,000 月額 106,000 月額 120,000 月額 30,000 月額 75,000 月額 35,000

9 監査委員（議員） 1 月額 63,000 月額 57,000 9.5%  月額 69,000 月額 45,000 月額 46,000 月額 40,000 月額 48,500 月額 49,000 月額 50,000 月額 41,200 月額 45,000 月額 23,000 月額 35,000 月額 30,000

10 農業委員会会長 1 月額 32,000 日額 9,600 ━
活動状況３か年平均：月３回
32,000円×0.9=28,800円
28,800円÷3回＝9,600円

月額 96,500 月額 72,000 月額 35,000 月額 32,000 月額 48,000 月額 44,000 月額 49,000 月額 32,500 月額 28,500 月額 16,000 月額 23,000 月額 11,000

11 農業委員会委員 11 月額 26,000 日額 7,800 ━
活動状況３か年平均：月３回
26,000円×0.9=23,400円
23,400円÷3回＝7,800円

月額 40,000 月額 41,000 月額 25,000 月額 26,000 月額 29,000 月額 30,000 月額 30,000 月額 26,300 月額 23,000 月額 12,500 月額 18,000 月額 10,000

12 固定資産評価審査委員長 1 日額 11,000 日額 10,000 9.1% 委員の日額に1,000円加算 日額 15,500 日額 10,000 日額 15,000 日額 6,500 日額 8,000 日額 7,500 日額 8,500 日額 6,700 日額 6,500 日額 7,600 日額 7,000

13 固定資産評価審査委員 2 日額 10,000 日額 9,000 10% 日額 14,000 日額 9,000 日額 14,000 日額 6,000 日額 7,500 日額 7,000 日額 8,000 日額 6,200 日額 6,000 日額 7,600 日額 7,000

14 選挙長 1 日額 11,000 日額 10,000 9.1% 代理の日額に1,000円加算 日額 14,000 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600 日額 13,000以内 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600

15 選挙長代理 1 日額 10,000 日額 9,000 10% 日額 13,000 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600 日額 13,000以内 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600

16 期日前投票所の投票管理者 1 日額 11,000 日額 10,000 9.1% 代理の日額に1,000円加算 日額 16,500 日額 11,100 日額 11,100 日額 11,100 日額 11,100 日額 11,100 日額 13,000以内 日額 11,100 日額 11,100 日額 11,100 日額 11,100 日額 11,100

17 投票所の投票管理者 22 日額 11,000 日額 10,000 9.1% 代理の日額に1,000円加算 日額 16,500 日額 12,600 日額 12,600 日額 12,600 日額 12,600 日額 12,600 日額 13,000以内 日額 12,600 日額 12,600 日額 12,600 日額 12,600 日額 12,600

18 投票管理者代理 22 日額 10,000 日額 9,000 10% 日額 15,500 日額 12,600 日額 12,600 日額 12,600 日額 12,600 日額 12,600 日額 13,000以内 日額 12,600 日額 12,600 日額 12,600 日額 12,600 日額 12,600

19 期日前投票所の投票立会人 １日４人 日額 8,000 日額 7,200 10% 1回 9,500 日額 9,500 日額 9,500 日額 9,500 日額 9,500 日額 9,500 日額 13,000以内 日額 9,500 日額 9,500 日額 9,500 日額 9,500 日額 9,500

20 投票所の投票立会人 １日４人 日額 10,000 日額 9,000 10% 1回 9,500 日額 10,700 日額 10,700 日額 10,700 日額 10,700 日額 10,700 日額 13,000以内 日額 10,700 日額 10,700 日額 10,700 日額 10,700 日額 10,700

21 開票管理者 1 日額 11,000 日額 10,000 9.1% 代理の日額に1,000円加算 1回 14,000 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600 日額 13,000以内 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600

22 開票管理者代理 1 日額 10,000 日額 9,000 10% 1回 13,000 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600 日額 13,000以内 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600

23 開票立会人
1選挙3
人以上

日額 10,000 日額 9,000 10% 1回 13,000 日額 8,800 日額 8,800 日額 8,800 日額 8,800 日額 8,800 日額 13,000以内 日額 8,800 日額 8,800 日額 8,800 日額 8,800 日額 8,800

24 選挙立会人
1選挙3
人以上

日額 10,000 日額 9,000 10% 1回 13,000 日額 8,800 日額 8,800 日額 8,800 日額 8,800 日額 8,800 日額 13,000以内 日額 8,800 日額 8,800 日額 8,800 日額 8,800 日額 8,800

25 社会教育委員 13 日額 10,000 日額 9,000 10% 日額 11,500 日額 8,800 日額 6,500 日額 6,000 日額 6,500 日額 3,500 日額 5,000 日額 6,200 日額 6,000 日額 3,800 日額 7,000

26 体育指導委員 20 月額 7,500 月額 6,800 9.3%  月額 5,500 年額 63,400 日額 5,000 日額 6,000 月額 6,000 日額 6,200 月額 6,000 日額 7,600 日額 7,000

50% 委員の日額に500円加算

55%

━ 委員の日額に500円加算

10%

━ 他委員の日額に2,000円加算

他委員：日額 18,000 10%

━ 他委員の日額に2,000円加算

他委員：日額 18,000 10%

31 情報公開審査会会長 1 日額 10,000 ━

職務内容が不服申立てに対する審査で
あることから、報酬額については、同
じ職務類型である固定資産評価審査委
員長の改定案と同額とする。

日額 11,500 日額 6,000 日額 10,000 日額 6,000 日額 7,500 日額 7,500 日額 5,500 日額 6,200 日額 6,500 日額 7,000

32 情報公開審査会委員 2 日額 9,000 ━

職務内容が不服申立てに対する審査で
あることから、報酬額については、同
じ職務類型である固定資産評価審査委
員の改定案と同額とする。

日額 11,500 日額 5,000 日額 7,000 日額 6,000 日額 7,500 日額 7,000 日額 5,000 日額 6,200 日額 6,000 日額 7,000

33 個人情報保護審査会会長 1 日額 10,000 ━

職務内容が不服申立てに対する審査で
あることから、報酬額については、同
じ職務類型である固定資産評価審査委
員長の改定案と同額とする。

日額 11,500 日額 6,000 日額 10,000 日額 6,000 日額 7,500 日額 7,500 日額 5,500 日額 6,200 日額 6,500 日額 7,000

34 個人情報保護審査会委員 2 日額 9,000 ━

職務内容が不服申立てに対する審査で
あることから、報酬額については、同
じ職務類型である固定資産評価審査委
員の改定案と同額とする。

日額 11,500 日額 5,000 日額 7,000 日額 6,000 日額 7,500 日額 7,000 日額 5,000 日額 6,200 日額 6,000 日額 7,000

━ 委員の日額に500円加算

10% 　

日額　5,000
半日額　3,000

委員長：日額 6,500

4h以上　6,300
4h未満　3,150

35

27

28

29

30

藤枝市

日額　5,000
半日額　3,000

月額15,000（53.1%
減）＋日額7,000

島田市 御前崎市掛川市 袋井市 湖西市磐田市 菊川市

（単位：円）

日額　5,000
半日額　3,000

日額　5,000
半日額　3,000

牧之原市

日額　5,000
半日額　3,000

日額　5,000
半日額　3,000

日額　5,000
半日額　3,000

20,000

日額 20,000

日額　5,000
半日額　3,000

日額　5,000
半日額　3,000

日額　5,000

委員長　5,500
委　員　5,000

日額　7,600
半日額　3,800

日額　7,600
半日額　3,800

日額　5,000
半日額　3,000

日額　5,000
半日額　3,000

委員長：日額　5,500

その他法令又は条例の規定による委員

日額　7,600
半日額　3,800

日額7,500円以内日額10,000円以内
委員長：日額7,500円以内
委員：日額 7,000円以内

日額

１日につき
10,000円を超え
ない範囲内にお
いて任命権者が

定める額
日額　5,000

浜松市

月額21,000（60.4%
減）＋日額9,000

焼津市静岡市熱海市（現行） 改定（案）

月額27,000（57.1%
減）＋日額10,000

日額

日額　7,600
半日額　3,800

会長：日額 5,000円

委員：日額 4,500円
日額 11,500

日額

7,000
日額　5,000

半日額　3,000

浜松市教育委員会委員
等の報酬及び費用弁償
並びにその支給条例に
よる

日額10,000円以内 日額 7,6006,2006,000
委員長：日額 6,500

委員：日額 6,000

医師：日額 20,000

会長：日額 5,000円

日額

月額11,500（55.8%
減）＋日額6,000

医師：日額 20,000

会長：日額 5,000円

委員：日額 4,500円

日額

11,500 日額

日額日額 20,000 日額
合議体長：日額 21,000

委員：日額 20,000 委員：日額 20,000

合議体長：日額 14,000
20,000

合議体長：日額 21,000

委員：日額 20,000

合議体長：日額 21,000

委員：日額 20,000
40介護認定審査会委員 日額 20,000

国保運営協議会委員

介保運営協議会委員

13

14

委員：日額 13,000

7,600

合議体長：日額 21,000

日額日額 7,000
委員長：日額 6,000

8,800

委員長：日額 7,500

6,000

6,000

日額

日額
委　員：日額 6,000

委員長：日額 6,500

20,000

委　員：日額 6,500
11,500

委　員：日額 5,000

日額 10,000 日額

日額 5,000
委員：日額 4,500円

日額6,500 6,100 半日6,000日額 5,000

日額

7,000

6,200

委員：日額 19,000

合議体長：日額 21,000

委員：日額 20,000

委　員：日額 5,000

合議体長：日額 20,000

委員：日額 20,000

合議体長：日額 21,000

日額 6,200日額日額

障害者程度区分認定審査会委員 日額 20,000
合議体長：日額 21,000

5 日額 20,000
委員：日額 20,000

委　員：日額 6,000

3,800日額

半日額　3,500

半日額　3,000
日額 7,000

日額　5,000

半日額　3,000

日額　7,000

合議体長：日額 21,000

委員：日額 20,000

合議体長：日額 14,000 合議体長：日額 21,000

委員：日額 20,000

合議体長：日額 14,000

委員：日額 13,000委員：日額 13,000

合議体長：日額 21,000

委員：日額 20,000
日額 20,000

合議体長：日額 20,000

委員：日額 19,000
日額

合議体長：日額 21,000

委員：日額 20,000
20,000
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準司法的権限を有する行政委員会の概要 

 

１  固定資産評価審査委員会 

  (1) 設置根拠（地方税法） 

   固定資産税の納税者が、自己に該当する『固定資産課税台帳に登録された価格』に関し

て不服がある場合に、これを審査決定するために置かれた機関です。 

  (2) 審査の流れ（熱海市固定資産評価審査委員会条例） 

   固定資産評価審査委員会における審査は、 

審査申出（納税者） → 弁明書の提出（課税当局） → 反論書の提出（納税者） → 

口頭意見陳述の実施 → 関係書類の審査・現地調査 → 決定 

  という過程を経て審査決定されます。 

  (3) 準司法的権限 

   裁判所における裁判は、 

訴えの提起（原告） → 答弁書の提出（被告） → 口頭弁論（準備書面の提出） → 

証拠調べ・事実認定 → 判決 

という(2)と同様の過程を経ていることから、固定資産評価審査委員会は、準司法的権限を

有する機関として位置付けられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地方税法】 

（固定資産評価審査委員会の設置、選任等） 

第４２３条 固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、市町

村に、固定資産評価審査委員会を設置する。 

（固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出） 

第４３２条 固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産

について固定資産課税台帳に登録された価格…について不服がある場合においては、…固

定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。 

（固定資産評価審査委員会の審査の決定の手続） 

第４３３条 固定資産評価審査委員会は、…直ちにその必要と認める調査その他事実審査を

行い、その申出を受けた日から３０日以内に審査の決定をしなければならない。 
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２  公平委員会 

  (1) 設置根拠（地方公務員法） 

   職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必

要な措置を執ること、『職員に対してされる懲戒処分その他の不利益処分』についての不服

申立てに対する裁決又は決定をすること等の事務を処理するために置かれた機関です。 

  (2) 審査の流れ（熱海市職員の不利益処分についての不服申立てに関する規則） 

   公平委員会における不服申立てに対する審査（書面審理）は、 

不服申立書・証拠の提出（不服申立人） → 答弁書・証拠の提出（処分者） →   

反論書の提出（不服申立人） → 口頭意見陳述の実施 → 関係書類の審査・証拠調べ 

→ 判定 

  という過程を経て裁決又は決定されます。 

  (3) 準司法的権限 

   公平委員会についても、固定資産評価審査委員会と同じく、裁判所における裁判と同様

の過程を経ていることから、準司法的権限を有する機関として位置付けられています。 

 

 

 

 

 

 

２ 不服の審理は、書面による。ただし、…当該審査を申し出た者に口頭で意見を述べる機

会を与えなければならない。 

４ 固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、固定資産評価員

に対し、評価調書に関する事項についての説明を求めることができる。 

１２ 固定資産評価審査委員会は、第１項の規定による決定をした場合においては、…これ

を審査を申し出た者及び市町村長に文書をもつて通知しなければならない。 

【地方公務員法】 

（…公平委員会の設置） 

第７条  

３ 人口１５万未満の市…は、…公平委員会を置くものとする。 
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３  情報公開審査会・個人情報保護審査会 

  (1) 設置根拠（熱海市情報公開条例・熱海市個人情報保護条例） 

   熱海市が保有する『公文書・個人情報の開示・不開示の決定等』について不服申立てが

あった場合、これに対して実施機関（当該公文書の所管課をいいます。）が裁決又は決定を

行うに当たり、実施機関からの諮問に応じて調査審議するために置かれた機関です。 

  (2) 審査の流れ（熱海市情報公開条例・熱海市個人情報保護条例） 

   情報公開審査会・個人情報保護審査会における不服申立てに対する審査は、 

不服申立書の提出（不服申立人） → 諮問書の提出（実施機関） → 意見書の提出

（不服申立人） → 開示対象公文書等の提出（実施機関） → 口頭意見陳述の実施 → 

関係書類の調査・当該公文書の開示等の是非の審査 → 答申 

  という過程を経て、実施機関から裁決又は決定がされます。 

  (3) 準司法的権限 

   情報公開審査会・個人情報保護審査会についても、固定資産評価審査委員会と同じく、

裁判所における裁判と同様の過程を経ていることから、準司法的権限を有する機関として

位置付けられています。 

 

 

 

 

（…公平委員会の権限） 

第８条  

２ 公平委員会は、次に掲げる事務を処理する。 

(1) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び

必要な措置を執ること。 

(2) 職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をすること。 

６ …公平委員会は、法律又は条例に基くその権限の行使に関し必要があるときは、証人を

喚問し、又は書類若しくはその写の提出を求めることができる。 
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【熱海市情報公開条例】 

 （審査会への諮問） 

第１９条 開示決定等について…不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決

又は決定をすべき実施機関は、…熱海市情報公開審査会に諮問しなければならない。 

  （熱海市情報公開審査会） 

第２２条 第１９条の規定による諮問に応じ不服申立てについて調査審議するため、熱海市

情報公開審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

 （審査会の調査権限） 

第２３条 

３ 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等に係る公文書に記録

されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審

査会に提出するよう求めることができる。 

４ …審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問庁（以下「不

服申立人等」という。）に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っ

ている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。 

 （意見の陳述） 

第２４条 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で

意見を述べる機会を与えなければならない。 

 （答申書の送付等） 

第２７条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加

人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。 

【熱海市個人情報保護条例】 

（審査会への諮問） 

第４３条 開示決定等…について…不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁

決又は決定をすべき実施機関は、…熱海市個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

（熱海市個人情報保護審査会の設置等） 

第４７条 第４３条の規定による諮問に応じ不服申立てについて調査審議するため、熱海市

個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）を置く。 
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 （審査会の調査権限） 

第４８条  

３ 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等…に係る保有個人情

報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成

し、審査会に提出するよう求めることができる。 

４ …審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問庁（以下「不

服申立人等」という。）に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っ

ている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。 

 （意見の陳述） 

第４９条 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で

意見を述べる機会を与えなければならない。 

 （答申書の送付等） 

第５２条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加

人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。 
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【補足資料】行政委員等の報酬額の改定(案)について 

１ 基本的な考え方 

 (1) 行政委員等の報酬額については、市長（１０．２％減）・副市長（１０．８％減）の給料月額

の減額率に準拠して、『現行額から１０％程度減額した額を基準』として標準となる改定額（案）

を設定しました。 

 (2) 現行の報酬額を月額で定められている行政委員等については、原則として、日額化すること

としました。 （№６・№７の公平委員会関係、№１０・№１１の農業委員会関係） 

 (3) 合議体の長である委員（資格職である医師を含む。）については、当該組織内の意見の調整と

統括、会議の進行管理、資格職としての専門性等の職責を考慮して、委員の報酬額に一定の加

算措置（500円～2,000円加算）を行うこととしました。 （№１２の固定資産評価審査委員長、

№１４の選挙長、№１６の期日前投票所の投票管理者、№１７の投票所の投票管理者、№２１

の開票管理者、№２７の国保運営協議会長、№２８の介護保険運営協議会長、№２９の介護認

定審査会医師、№３０の障害者程度区分認定審査会医師関係） 

 

２ 例外的な考え方 

  (1) 調査・審議案件に係る事前研究、基礎的事項の下調べ、研修会の受講等が求められる行政委

員等については、相当する部分に係る報酬を月額で措置することとし、定例会等への出席や公

式行事への参加等に対する部分に係る報酬を日額で措置する『併用報酬制』を採用することと

しました。（愛知県・香川県等の都道府県レベルでの先進事例があります。） （№１・№２の

教育委員会関係、№３・№４の選挙管理委員会関係） 

 (2) 活動日数、活動内容等に応じて日額報酬を支給することが、現行の月額報酬による支給額よ

りも費用負担が多くなることが見込まれる行政委員等については、現行額から１０％程度減額

した額により月額報酬制を維持することとしました。 （№８・９の監査委員関係、№２６の

体育指導委員関係） 

 

３ 準司法的権限を有する行政委員等の報酬額に対する考え方 

   固定資産評価審査委員会を初めとする行政委員等については、資料集９ページに掲げたとお

り、準司法的権限を有する行政委員会に属する委員に位置付けられることから、該当する『№

１２・№１３の固定資産評価審査委員会、№６・№７の公平委員会、№３１・№３２の情報公

開審査会、№３３・№３４の個人情報保護審査会』に係る委員の報酬額を統一することとし、

その額を固定資産評価審査委員会に係る報酬額（委員長10,000円・委員9,000円）に整合させ

ることとしました。 


